
A社
①人材受入れに係る費用
（人材紹介契約に基づき事
業者に支払う手数料）
②在留資格の取得等
③渡航費

Ｂ社
①人材受入れに係る費用
（内定者日本語学習）
②在留資格の取得等
③渡航費

Ｃ社（下半期申請）
①人材受入れに係る費用
（人材紹介契約に基づき事
業者に支払う手数料）
②在留資格の取得等
③渡航費

Ｄ社
①人材受入れに係る費用
（人材紹介契約に基づき事
業者に支払う手数料）
③渡航費
②<対象外>在留資格の取得等

第１四半期

４月 ５月 ６月

第２四半期

７月 ８月 ９月

第３四半期

10月 11月 12月

第４四半期

１月 ２月 ３月

検討開始 申請

受入サポート会社
と調整

申請 交付決定
内定者日本語講習

内定者日本語講習申込み
行政書士等依頼 渡航

渡航 完了

完了

人材紹介会社
と調整

申請 交付決定 渡航 完了

＜補助事業の期間＞
人材紹介会社

と調整

在留資格申請

＜補助事業の期間＞

＜補助事業の期間＞

人材紹介契約
行政書士等依頼

人材紹介契約
行政書士等依頼

交付決定
人材紹介会社

と調整

高度外国人材の
意向確認

検討開始

検討開始

検討開始

高度外国人材の
意向確認

高度外国人材の
意向確認

高度外国人材の
意向確認

支払

支払

支払

【モデルケース】神奈川県高度外国人材受入支援補助金の申請ついて

航空機費用負担

在留資格申請

在留資格申請

在留資格申請

申請行政書士等依頼 交付決定人材紹介契約 渡航 完了支払

＜補助事業の期間＞ 事前に行政書士等依頼をした場合、「在留資格の取得
等」が対象外です。また、在留資格の取得日は、申請
日以降の必要があります（お早めに申請ください）

補助
対象経費

時期

※ 補助事業の期間（この期間における契約・申込み～支払い）が、申請の対象です

航空機費用負担

航空機費用負担

航空機費用負担

在留資格認定証明書
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